
１　資格承継事例

（１） 個人が死亡したときは、その相続人

（２） 個人が法人を設立したときは、その法人

（３） 個人又は法人が廃業したときは、その営業を譲り受けたもの

（４） 法人が合併したときは、合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人

（５） 個人又は法人が企業組合又は協業組合を設立したときは、その企業組合又は協業組合

２　提出書類
① 入札(見積)参加資格承継承認申請書（様式第１号）

② 経営事項引継書（様式第２号）

③ 営業・業務種目届（様式第３号）

④ 使用印鑑届／委任状兼使用印鑑届（様式第４号）

⑤ 口座振替承諾書（様式第５号）

⑥ 委任状（個人委任用）

⑦

⑧ 被承継人の終了貸借対照表・損益計算書と承継人の開始貸借対照表

⑨ 営業譲渡の場合は、譲渡協定書等譲渡内容が確認できるもの（写し可）

⑩ 合併の場合は、合併契約書（写し可）

⑪ 暴力団の排除に関する誓約書（様式第７号）

⑫ 資本関係・人的関係に関する調書（様式第８号）

⑬

⑭

３　問合せ・送付先
山口県防府市寿町７番１号

防府市　契約課　管理係
ＴＥＬ ０８３５(２５)２１７７
ＦＡＸ ０８３５(２５)２１９９
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物品調達等に係る入札（見積）参加資格の承継承認申請要領

法人にあっては商業登記簿謄本（全部事項証明書）（写し可）、個人にあっては代表者の誓約書
（様式第６号）

納税証明書（防府市税の「滞納のないことの証明書」）（市内及び準市内業者は必須）
　・個人にあっては代表者のもの、法人にあっては法人及びその代表者（代表者が防府市内に住
所を有する場合。）のもの(写し可)
　・準市内業者にあっては、「課税・納税状況調査に関する同意書」も必要
※承継するものが既に防府市の物品調達等に係る令和8・9年度の入札参加資格を有している場
合は必要ありません。

　この要領は、物品調達等に係る入札（見積）参加資格の認定後、下記の資格承継事例（１）から（５）までに
該当することとなった場合の承継人が、引き続き入札（見積）参加資格を承継することを希望する場合の要領
を示したものです。
　承継人は、内容を十分熟知し、速やかに入札（見積）参加資格の承継承認申請をしてください。提出書類
及び提出先は下記のとおりです。
　なお、入札（見積）参加資格承継承認申請書が提出されないときは、資格を承継することができませんので
注意してください。

国税の「未納税額のないことの証明」(法人「その３の３」、個人「その３の２」)(写し可)）
※承継するものが既に防府市の物品調達等に係る令和8・9年度の入札参加資格を有している場
合は必要ありません。

　但し、資格承継事例（３）又は（４）に該当し、譲渡契約書等で資産の承継状況が確認できる場
合、⑧は不要


